
データヘルス計画書（健保組合共通様式） 

 

計画策定日：平成27年２月12日 

最終更新日：平成27年9月30日 

 



21683 - 資生堂健康保険組合

 

組合名称

形態 非常勤

被保険者数 （平成27年度予算 注）

　* 特例退職被保険者を除く。

特例退職被保険者数

加入者数（平成27年度予算 注） 30,057名

適用事業所数

対象となる拠点数

保険料率（平成27年度 注）*調整を含む。

全体 被保険者 被扶養者

特定健康診査実施率（平成25年度） 93.7% 98.3% 62.7%

特定保健指導実施率（平成25年度） 56.4% 56.6% 50.0%

12,920

23,048

6,000

664,552

1

34,560

741,081

8,174,142

9.07

　（注）記載要領参照

a/b×100 （%）

小計　…a

597

経常支出合計（千円）　…b　

21683

21,650名

男性19.2%（平均年齢43.7歳）*

女性80.8%（平均年齢40.9歳）*

0名

資生堂健康保険組合

単一

169ヵ所

76.0‰

22ヵ所

特定保健指導事業費

保健指導宣伝費

疾病予防費

体育奨励費

直営保養所費

特定健康診査事業費

その他

1,065

277

30,695

0

常勤

健康保険組合と事業主側の医療専門職

（平成27年3月末見込み）

保

健

事

業

費

予算額（千円）

(平成27年度 注)

被保険者一人当たり金額

（円）

34,230

0

健保組合

1,596

0

90産業医

事業主

0

0顧問医

2

10

保健師等 0

保健師等 0

STEP１-１ 基本情報 「全健保組合共通様式」 

0 1 2 3 4

01234

0～4 
5～9 

10～14 
15～19 
20～24 
25～29 
30～34 
35～39 
40～44 
45～49 
50～54 
55～59 
60～64 
65～69 
70～74 

(千人) 

男性（被保険者） 男性（被扶養者） 女性（被保険者） 女性（被扶養者） 

被保険者は約2万人であり、事業主の拠点が全国に点在している。被保険者の8割が女性である。健保組合には医療専門職が不在である。対象となる拠点数は概数を記載した（美容職勤務の店

舗は多大で増減が多く把握困難のため店舗数ではなく美容職が所属する事業所オフィス数をカウントした。）。 
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21683 - 資生堂健康保険組合

8,2 10,1 11,2 13,6 19,0 20,0 21,1 22,0 24 47

資格
対象

事業所
性別 対象者

1
特定健診（被保

険者）

【目的】特定健診の実施

【概要】事業主が行う定期健診の結果を特定

健診用として事業主からデータ受領

被保険者 全て 男女 35 ～ 74 全員 0 4

1

特定健診（被扶

養者・任継被保険

者）

【目的】特定健診の実施

【概要】】健診代行予約機関を利用し提携する

医療機関にて受診者が任意に医療機関を選

択して受診

被保険者

被扶養者
全て 男女 35 ～ 74 全員 11,792 3

特

定

保

健

指

導

事

業

3 特定保健指導

【目的】生活習慣病リスク保持者に対する健康

指導

【概要】産業保健スタッフがいる事業所に在籍し

ている対象者は産業保健スタッフが実施、それ

以外は外部指導機関へ委託して実施

被保険者

被扶養者
全て 男女 35 ～ 74

基準

該当

者

23,366 3

7 機関誌発行

【目的】健保情報の発信、健康意識の醸成

【概要】機関誌（健保の運営、収支、健康情

報等）の発行（2回/年）

被保険者

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 6,107 3

7 ホームページ

【目的】健保情報の発信、健康意識の醸成

【概要】健保情報をホームページに掲載（随時

更新）

被保険者

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1,134 3

1
健康診断（被保

険者）

【目的】がん検診の実施

【概要】事業主が行う定期健診と併せてがん検

診実施

※子宮頸がん検診は18歳以上で実施

被保険者 全て 男女 35 ～ 74 全員 589,043 4

1

健康診断（被扶

養者・任継被保険

者）

【目的】被扶養者及び任意継続被保険者に対

する健康管理

【概要】委託先が提携している全国の医療機関

の中で受診者本人が選択して受診

被保険者

被扶養者
全て 男女 18 ～ 74 全員 40,250 3

平成26年度受診率見込

胃部Ｘ線あるいは内視鏡：82％

便潜血：84％

腹部エコー：94％

PSA:91%

乳がん：92％

子宮頸がん：78％（34歳以

下：66％、35歳以上：83％）

・受診者の自宅宛に案内冊子を配

布

・未受診者へ受診促進手紙発送

及び電話による受診促進実施

・毎年未受診の被扶養者への最

適な受診促進要領の検討

・セルフチェックの必要認識不足

・受診者の自宅宛に案内冊子を配

布

・未受診者へ受診促進手紙発送

及び電話による受診促進実施

・特定健診と同日受診としている

・毎年未受診の被扶養者への最

適な受診促進要領の検討

・セルフチェックの必要認識不足

健保組合の取組

予算

科目

注1)

事業

分類

事業名 事業の目的および概要

平成26年度

対象者約2,643名

受診率63.0％

振り返り

平成26年度

積極的支援対象者665名

終了率48％

動機付支援対象者726名

終了率65％

平成26年度

年2回発行

被保険者宛に自宅発送

・事業所勤務の被保険者は勤務

時間内で実施、事業所内会議室

での面談実施

・相談員から対象者への連絡を密

に実施

健保が実施する保健事業の周知、

健康情報の提供

平成26年度

対象者13,150名

受診率98.0％

実施状況・時期

特

定

健

康

診

査

事

業

平成26年度見込

年間アクセス回数：77,728回

事業費

(千円)

事業主が行う定期健診と同日受診

としている

成功・推進要因 課題及び阻害要因

特定保健指導終了率目標60％

に対し積極的支援が目標を達成し

ていない

費用対効果が計りづらい

平成26年度

対象者約2,434名

受診率60.6％

インターネット上に情報を置いている

機関誌等でホームページのURLを

案内しているにもかかわらず認知度

が低い、必要な情報がどこにあるの

かわかりにくいサイト構成になってい

る

子宮頸がん検診の受診率が他のが

ん検診受診率と比較して低い

疾

病

予

防

注2)

評価年齢

対象者

保

健

指

導

宣

伝

事業主が行う定期健診と併せて共

同実施
ー

STEP１-２ 保健事業の実施状況 「全健保組合共通様式」 
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況 「全健保組合共通様式」 

7
インフルエンザ予防

接種費用補助

【目的】インフルエンザ予防

【概要】希望者に対しインフルエンザ予防接種費

用上限1,000円補助

被保険者

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 7,736 3

7
ジェネリック医薬品

推奨

【目的】ジェネリック医薬品推奨

【概要】削減効果の高いレセプト該当者へ情報

提供

被保険者

被扶養者
全て 男女 18 ～ 74

基準

該当

者

1,000 3

7 医療費通知

【目的】医療費適正化に向けた意識向上

【概要】ＷＥＢによる月毎の医療費の通知

任意継続者には郵送による年間医療費の通知

被保険者

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 233 4

7
禁煙治療費用補

助

【目的】喫煙率の減少

【概要】禁煙治療費用のうち５，０００円を

補助

被保険者 全て 男女 18 ～ 74

基準

該当

者

30 2

体

育

奨

励

直

営

保

養

所

そ

の

他

7 保養所

【目的】加入者の福利厚生

【概要】山中湖にある保養所を加入者が利用

※健保未加入者（社友、第3者）も利用可

被保険者

被扶養者
全て 男女 0 ～

（上

限な

し）

全員 53,502 2

(

予

算

措

置

な

し

)

高額な維持費

ターゲットを絞り通知を発送
ジェネリック医薬品の品質に対する

不安

どの医療機関で接種しても可 ー

平成26年度利用者　2,403名

年1回実施（平成26年度996名

中　242名転換）

夏は水上スポーツができ、冬は近場

にスキー場もあり年間を通して様々

な楽しみ方ができる

ＷＥＢ閲覧率：50％
ＷＥＢでは給与明細閲覧と同シス

テムの中で確認できる
閲覧率が低い

平成26年度迄の申請者　累計

101名

禁煙1年後継続率84.6％

職場環境の整備が整っている（社

内建物内禁煙実施、美容部員制

服着用時禁煙実施）

申請者が年々減少

疾

病

予

防

平成26年度申請者：7,739名
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況 「全健保組合共通様式」 

労働安全衛生法に基づく定期健康診断を、健

保組合のオプション項目（がん検診等）と同時

受診可能とすることで、より効果的な疾病予防

施策を展開

被保険者 男女 18 ～ 74 有

定期健康診断において、要再検査・精密検査

の判定が出た社員への検査受診促進
被保険者 男女 18 ～ 74 有

定期健康診断において、要治療の判定が出た

社員への医療受診促進
被保険者 男女 18 ～ 74 有

定期健康診断において、緊急医療措置の判定

が出た社員への事業所人事部門を通じた緊急

医療受診勧奨の徹底

被保険者 男女 18 ～ 74 有

労働安全衛生法に基づく雇入時健康診断の実

施
被保険者 男女 18 ～ 65 無

労働安全衛生法に基づく、法定以上の水準で

の、海外赴任者への、海外赴任時健診、海外

赴任中の一時帰国健診、日本への帰任時健

診の実施

被保険者 男女 18 ～ 60 無

雇入時健康診断 実施率100% ・全国の事業場への推進要領の教育指導 ・一部事業所の受診時期の遅延

海外健康診断
実施率100％

通年

・本社常勤産業医による面談と赴任時、

赴任中、帰任時の健康上の要配慮事項

を含む詳細判定の実施

・海外エリア各国での適切な指定受診医療

機関の確保

・就労時間中受診の扱い、かつ、医療機

関への往復交通費会社負担

・自宅宛の詳細個別案内と事業場毎の健

診実施要領の案内の徹底

・受診期間中の定期的な未予約者、未

受診者の進捗管理と受診督促の仕組み

・法定項目一部未受診者の理由確認と

再受診督促の仕組み

・未予約者、予約キャンセル者への受診督

促のための事業場の管理担当者の業務負

荷

・法定項目一部未受診者の理由確認と再

受診督促のための事業場の管理担当者の

業務負荷

定期健康診断の要治療の受診促

進
－ ・対象者への個別アプローチ ・治療状況確認が困難

定期健康診断における緊急医療措

置
－

・受診した医療機関判定で緊急医療措置

が必要な場合の情報を産業保健スタッフか

ら事業所の人事担当者を経由して、対象

者の医療受診勧奨の徹底と受診状況の

確認

・医療機関毎の基準のばらつき

定期健康診断の再検査・精密検

査の受診促進
－

・１検査項目１回に限り、就労時間中受

診の扱い、かつ、医療機関への交通費会

社負担

・再検査の受診勧奨

定期健康診断
実施率100%

毎年4～9月末

事業主の取組

事業名 事業の目的および概要
共同

実施資格 性別 年齢

対象者

課題及び阻害要因

振り返り

成功・推進要因実施状況・時期
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況 「全健保組合共通様式」 

【目的】生活習慣病ハイリスク対策

【概要】安衛法６６条に基づく、防ぎ得る現職

死亡を予防するための「血圧、血糖」等、法定

健診項目における事後措置としての医療受診

命令、受診勧奨の強化策を平成25年より導入

／予防的見地から生活習慣病予備軍への保

健指導実施

被保険者 男女 18 ～ 74 有

労働安全衛生法に基づく、長時間労働産業医

面談を法定以上の実施基準で全国統一強化

推進

※健康保険未加入者を含む全社員対象

被保険者 男女 18 ～

（

上

限な

し）

無

【目的】女性に多い高度貧血による労働生産性

の低下防止対策

【概要】女性に多く立ち仕事に影響しやすい高

度貧血者の治療誘導

※Ｈｂ８．０未満の全社員対象

被保険者 男女 18 ～ 74 無

【目的】健康関心度の向上

【概要】国内グループ企業統一の健康啓発情

報を毎月定期的に配信するほか、感染症等に

ついて臨時に啓発・注意喚起情報をイントラネッ

ト上で配信／海外赴任者にはエリアごとの健康

啓発情報を四半期毎に直接メール配信

※健康保険未加入者を含む全社員対象

被保険者 男女 18 ～

（

上

限な

し）

無

【目的】女性の健康支援（女性特有の健康課

題の啓発）

【概要】セミナー開催を通じて、「女性特有の疾

患の理解促進、乳がん子宮頸がん検診受診率

向上、更年期障害対策やホルモン補充療法の

啓発」を実施

※原則として女性対象だが男性も希望者は受

講可能

被保険者 男女 18 ～ 65 有女性のための健康セミナー開催

平成20年度より、延べ180回、累計7191

名受講

（※平成26年12月現在）

・産業保健スタッフの地区担当が事業所毎

の健康課題やニーズを確認し効果的にカス

タマイズ

・セミナー集中開催事業所では健保組合

オプション項目の乳がん、子宮頸がん検診

受診率の向上が見られた

・遠距離に勤務地が拡散した美容職の一

斉集合型セミナー開催日程調整が難しい

高度貧血者の治療誘導
実施率100%

45名

・グループ企業すべての対象者から、本社

人事部健康管理グループの産業保健ス

タッフが対象者を抽出し、事業所人事担

当を通じて医療誘導する仕組みを導入

・医療誘導は100％実行

・医療誘導100％実施できたが、一時的受

診ではなく継続的治療につながらないと、再

び高度貧血に戻る、または状態が改善しな

い場合が想定される

けんこうＮＥＷＳ配信
国内：毎月配信

海外：四半期毎に配信

・食中毒、インフルエンザ、ノロウィルス、花

粉症、海外渡航時感染症情報など、季節

性の話題を効果的に配信し、健康関心度

向上と啓発を図る

・デング熱などの臨時感染症情報等、タイ

ムリーなトピックを適宜配信し注意喚起を

徹底

・ＰＣ端末、タブレット端末を保有しない国

内の一部社員へのアプローチ

長時間労働産業医面談の強化推

進
発生都度

・グループ企業すべて、本人申し出有無に

関わらず、所定時間外労働が単月80時

間超過した全対象者について速やかに産

業医面談を実施し、健康状態を確認の

上、就業制限の要否を判断する

・産業医判定のフォーマットを統一し提供

・長時間労働の是正の取組みと並行して推

進する

法定健診事後措置の強化

受診命令

受診勧奨

100%

対象者面談

による

保健指導の

適宜実施

・グループ企業統一基準の明示と職制を

通じた医療受診命令フォーム統一、診断

内容証明の取得要領、産業医面談、事

後措置判定までの統一運用フロー化によ

る徹底対応

・特定保健指導でカバーできなかった、内

服中、若年層、非肥満の血糖・血圧ハイリ

スク者へのアプローチが可能になったことによ

る、ヌケもれのない効果的生活習慣病予

防策の実行

・基準該当者への保健指導の適宜実施

・医療受診命令は効果的だが、医療受診

勧奨レベルでは強制力がないため適切な受

診行動が継続しにくい

・現在、本社人事部の産業保健スタッフが

すべてのグループ会社の社員を暫定的に面

談フォローしているが、継続的フォローのため

には事業場産業医との連携が必要

・産業保健スタッフの人員数から全事業所

対象者への同時期の保健指導は困難
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STEP１-２ 保健事業の実施状況 「全健保組合共通様式」 

【目的】生活習慣病の予防

【概要】特定保健指導対象になる前の若年層

のうち、ＢＭＩ２５以上かつ生活習慣病予防

の観点から問題のある有所見者への保健指導

の導入を平成26年度より実施

被保険者 男女 18 ～ 34 無

【目的】喫煙ルール遵守と喫煙率の低下

【概要】吸えない環境づくりとしての建物内完全

禁煙等の喫煙ルールを平成23年度より全グ

ループ企業で導入

※健康保険未加入者を含む全社員対象

被保険者 男女 18 ～

（

上

限な

し）

無

【目的】喫煙率の低下

【概要】禁煙推奨の啓発活動を平成20年度よ

り全社展開

※健康保険未加入者を含む全社員対象

被保険者 男女 18 ～

（

上

限な

し）

有

【目的】健康維持とヘルスリテラシー向上のための

医療機関検索、健康・医療相談の場の提供

【概要】３６５日２４時間、医師・保健師等

の医療スタッフによる健康相談や医療機関検索

などのサービスを社員本人だけでなく家族（被扶

養者）にも提供

※健康保険未加入者を含む全社員及びその

配偶者並びに被扶養者も利用可

被保険者

被扶養者
男女 18 ～

（

上

限な

し）

有資生堂健康サポートダイヤル２４

平成26年度見込（＝平成25年度実

績）

・年間572件

・入社時に事業場から利用案内を全社員

に配布

・毎年、自宅宛に健保組合から利用案内

書を送付

・健康啓発セミナー時に産業保健スタッフよ

り利用例などを都度紹介

・継続的なサービスの周知

喫煙対策

・建物内完全禁煙（喫煙室の撤去）

・社有車での完全禁煙

・美容職社員の制服着用時禁煙

・導入説明準備に１年間かけ、Ｑ＆Ａを

含む丁寧な社内コミュニケーションを実施

・喫煙ルールのリーフレットを全社員に配布

・社有車に禁煙ステッカー貼付

・ルール遵守状況の定期調査およびタバコ

のにおいに関するお客さまクレームの事業所

責任者への定期フィードバックと改善要請

・喫煙率の低下

禁煙推奨活動

・世界禁煙デーとあわせて、衛生委員会向

けの禁煙推奨資料を全国一律配信

・健康啓発セミナー開催時にはジャンルを問

わず必ず禁煙推奨の情報単元と健保組合

の禁煙費用補助情報を加える

・たばこの害に関する健康啓発情報のイント

ラネット配信

・喫煙者への禁煙推奨ＤＭ配信

・毎年健診データ分析結果と喫煙率の推

移を各事業所にフィードバック

・女性喫煙率が全国平均の２．５倍と高

いこと

　平成26年度喫煙率見込み

　　男性　３１．９％

　　女性　２５．０％

　　全体　２６．３％

高ＢＭＩ＋有所見の若年層保健

指導の導入
－

・基準該当者の抽出分析

・販売会社のみで保健指導実施

・平成27年1月～3月の実施者数は面接

指導が１０名、文書指導が１５名。
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STEP１-２ 保健事業の実施状況 「全健保組合共通様式」 

【目的】メンタルヘルス対策

【概要】メンタルヘルス４つのケアの組織的サポー

トとしての社外ＥＡＰ相談窓口の設置（平成

19年度～）、社内メンタルヘルス相談窓口の

設置（平成21年度～）

被保険者

被扶養者
男女 18 ～

（

上

限な

し）

有

【目的】メンタルヘルス対策

【概要】ラインケア研修、セルフケア研修
被保険者 男女 18 ～ 65 無

【目的】メンタルヘルスを含む３次予防としての職

場適応促進と回復支援策

【概要】厚生労働省の指針に基づく職場復帰支

援プログラムをメンタル疾患での休務者に限ら

ず、すべての傷病による長期休務明けの社員に

適用し、就労上の負荷軽減と早期に従前の能

力発揮に回復することの支援と職場適応促進

を、所属長、人事担当者、産業保健スタッフが

協同して推進する施策として平成21年に導入

※健康保険未加入者を含む全社員のうち、傷

病で３週間以上の長期休務をした社員対象

被保険者 男女 18 ～

（

上

限な

し）

無

メンタルヘルス研修

・グループ企業全体の新任管理職向けのラ

インケア研修と昇進後のセルフケア研修を半

期に１回実施

・入社２年目フォロー研修でセルフケア研修

を実施

・事業所毎の企画でメンタルヘルスケア研修

を開催

・管理職昇進後の新任管理職にラインケア

だけでなくセルフケア研修を実施することで、

新たな職位への適応促進を図るとともにス

トレスコントロールを強化

・社内メンタルヘルス相談窓口の予防的な

見地での相談利用促進のため、講師に社

内相談窓口のカウンセラーを起用

・事業場毎のニーズにあわせて、カスタマイ

ズ研修を実施

・セルフケア研修の機会の強化

職場復帰支援プログラムの運用 －

・対象者をメンタル疾患に限定しないこと

で、要健康保護者へのより適切な職場復

帰支援が可能

・グループ企業全体での対応のマニュアル

化、所定用紙の様式統一による標準化

・運用上の課題を踏まえ、マニュアルや所定

用紙等の改善を図る

メンタルヘルス相談体制の整備

平成26年度見込（＝平成25年度実

績）

・社外メンタルヘルス相談件数（電話、対

面）

82件

・社内メンタルヘルス相談件数（電話、対

面、メール）532件

・社外メンタルヘルス相談窓口では、社員

本人だけでなく家族（被扶養者）の電話

相談を３６５日２４時間受けつけ

・社内メンタルヘルス相談窓口において予

防的見地から転入者のカウンセラー面談を

産業医面談とセットで実施

・社内メンタルヘルス相談窓口では、職場

風土改善と予防的見地から上司の不調が

懸念される部下への対応相談、部下の上

司との円滑なコミュニケーションの取り方相

談なども実施

・対面相談困難な地方勤務の社員への電

話、メール相談の継続的な周知
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STEP１-２ 保健事業の実施状況 「全健保組合共通様式」 

【目的】社員の健康度向上に向けた、エリア、事

業所毎の衛生管理課題と保健事業の検討、推

進の場の設定

【概要】健保組合と会社と事業場が協同して、

健診データ分析結果、衛生管理上の課題、健

康課題、保健事業などについて、エリアを代表す

る人事責任者、人事担当者、健診担当者と情

報共有、意見交換、検討し、保健事業推進を

徹底するために年一回開催する会議

被保険者 男女 18 ～ 65 有

【目的】健康関心度の向上

【概要】気軽に楽しく「健康」意識を高める機会

として任意参加イベントを開催

被保険者 男女 18 ～

（

上

限な

し）

有

　注１）　１．健康診査 　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他

　注２）　１：３９％以下　　２：４０％以上　　３：６０％以上　　４：８０％以上　　５：１００％以上

地区衛生協議会の開催
・北海道から九州までエリア・事業所別に９

つの地区でそれぞれ開催

・健診分析や衛生管理上の課題、保健事

業の実績や効果など、全社データと地区

データを比較しつつ、各地区における課題

を抽出しながら、情報共有と意見交換を

行うことで、地区毎に実行につながる対策

を講じている

・健保組合と会社のコラボヘルス施策を全

国に提示できる場

・案内や紹介などの教育啓発、情報共有に

偏りがち

健康フェア開催

・10～11月、本社、工場、研究所、販社

の事業場で任意参加の健康イベントを開催

・平成26年度実績＝９事業場　各測定

参加　延べ動員数2408名

・健保組合と協同して毎年の主要テーマを

決めイベント開催

・気軽に楽しくゲーム感覚で参加できる設

定

・血圧測定、骨密度測定、肺年齢測定、

ストレスチェック、血管年齢測定、握力測

定などの測定機器を活用しての参加型イ

ベント

・健康相談、健康情報のパネル表示、健

康食品などのサンプル配布を組み合わせて

集客だけでなく健康関心度向上を狙う

・未開催事業場での開催の検討

生活習慣病の早期対策として特定保健指導は35歳から実施し、また終了率も年々増加しているため、メタボリックシンドローム対象者及び特定保健指導対象者はほぼ横ばいで近年減少傾向にある。若

年者（34歳以下）の子宮頸がん受診率は7割弱である。禁煙治療費用補助申請者が年々減少している。ハイリスク者の医療受診命令は効果的だが、医療受診勧奨レベルでは強制力がないため適切

な受診行動が継続しにくい。 
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保健事業の基本的な考え方

資生堂健康管理基本方針　平成19年5月制定

STEP１-３  基本情報＿事業主と健康保険組合によるコラボヘルスへの取り組み 

お客さまの「一瞬も一生も美しく」をサポートする企業として、従業員

（社員）一人ひとりが「心身ともに健康」で「一瞬も一生も美しく」生き

ていくことを支援することにより、健康で健全な経営を目指します。                

１．従業員は自ら進んで生活習慣の改善などの健康づくりに

取り組むこととし、会社は健康事業を通じて、一人ひとりの健

康づくりを支援します。 

２．安全かつ快適な職場環境の形成を通して、一人ひとりが 

充分に能力を発揮し、充実した職場生活を送れるよう支援し

ます。 

３．健康情報等の個人情報の適正な利用と管理の徹底を図

るとともに、法令遵守を基本とした健康管理を推進します。 

・資生堂では健康管理基本方針を制定し、健康で健全な経営を目指している 

・本人が自ら進んで健康づくりに取り組み、事業主と健康保険組合が積極的な支援を行う 

「一次予防」を

目的とした4つ

の健康テーマ

を設定 
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STEP１-３  基本情報＿事業主と健康保険組合によるコラボヘルスへの取り組み 
＜事業主と健康保険組合とのコラボヘルスの進め方＞

　　・生活習慣病対策
　　・喫煙対策
　　・メンタルヘルスケア
　　・女性の健康管理

・定期健康診断（法定）事後措置     ・特定健康診査
・定期健康診断（法定）データ分析     ・特定保健指導
・健康教育     ・レセプト分析
・労働安全衛生法に基づく保健事業     ・医療費適正化に向けた保健事業の推進
　の推進 　    等
　等

・効果的な保健事業の企画
・データヘルス計画策定
・「健康総合指標」に基づく保健事業の推進

※)組織の健康度を向上させるべく、保健活動を推進して
   いく上で、現状の健康度測定や活動効果測定を検証
   する指標

4つの健康テーマに基づくコラボヘルスの実現 

事業主 健康保険組合 

事業主と健康保険組合のコラボヘルスにより資生堂の健康で健全な経営を推進する 

4つの健康テーマ 
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STEP１-３  基本情報＿事業主と健康保険組合によるコラボヘルスへの取り組み 
＜コラボヘルス施策のＰＤＣＡサイクル＞

国内資生堂グループの健康づくり推進体制

事業主と健康保険組合は「健康総合指標」と「データヘルス計画」に基づきＰＤＣＡを推進する 
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ア．（特定健診受診率）
(人）

区分 年度 健診対象者 受診者
平成21年度 10,775 9,405
平成22年度 10,937 10,653
平成23年度 11,224 10,861
平成24年度 11,675 11,430
平成25年度 11,919 11,719
平成21年度 1,865 799
平成22年度 1,843 994
平成23年度 1,827 1,009
平成24年度 1,785 1,059
平成25年度 1,785 1,120

イ．（特定保健指導終了率）

(人）
区分 年度 対象者 終了者

平成21年度 1,165 454
平成22年度 1,217 465
平成23年度 1,304 538
平成24年度 1,330 682
平成25年度 1,221 691
平成21年度 53 13
平成22年度 55 6
平成23年度 52 32
平成24年度 43 24
平成25年度 42 21

被保険者

被扶養者

被保険者

被扶養者

STEP１-４  データ分析結果 
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ア 特定健診受診率は被保険者・被扶養者ともに年々増加し、被保険者はほぼ100%、被扶養者は約60％である。 
 

イ 特定保健指導終了率は被保険者は年々増加し平成25年度は60%弱、被扶養者は対象人数が少ないこともあり年度により変動があるが平成25年度は50％である。 
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STEP１-４  データ分析結果 
ウ．（特定保健指導対象者割合）

(人）
区分 年度 評価対象者 特保対象者 メタボ対象者

平成21年度 10,372 1,165 564
平成22年度 10,693 1,217 645
平成23年度 10,984 1,304 640

エ．（メタボリックシンドローム対象者割合） 平成24年度 11,476 1,330 714
平成25年度 11,744 1,221 659
平成21年度 929 53 23
平成22年度 997 55 28
平成23年度 1,010 52 30
平成24年度 1,060 43 32
平成25年度 1,121 42 26

※評価対象者：全ての健診項目を受診できなかったものの
　 ものの、階層化が可能な対象者を含んだ数

被保険者

被扶養者

11.2 11.4 11.9 11.6 
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2.3  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

被保険者 

被扶養者 
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ウ 特定保健指導対象者は被保険者は10％程度を推移、被扶養者は6％弱を推移してきたが、平成25年度は被保険者・被扶養者ともに減少している。 

   これは特定保健指導を着実に実施してきた結果だと考えられる。 
 

エ メタボリックシンドローム対象者は被保険者は5～6％程度を推移、被扶養者は2～3％を推移してきたが、平成25年度は被保険者・被扶養者ともに 

   減少している。これも同様、特定保健指導を着実に実施してきた結果だと考えられる。 
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STEP１-４  データ分析結果 
オ．（平成25年度加入区分別医療費割合） カ．（疾病大分類別加入者一人当たり医療費　傷病分配）
　　強制任継計　医科歯科計　本人家族計　男女計 　　　平成25年度　強制計　医科歯科計　男女計　本人　

医療費総額：38億8千万円

平成25年度医療費割合（％） 

被保険者（強制） 

64歳以下 

被保険者（任継） 

64歳以下 

3.1％ 

1億2千万円 

71.1％ 

27億6千万円 

20337 

16010 

12995 

10327 

8248 

8139 

7793 

5196 

4946 

4804 

4667 

4215 

3498 

3383 

2904 

2325 

1645 

999 

385 

232 

0 

0 

0 5000 10000 15000 20000 25000

11:消化器系疾患 

02:新 生 物 

10:呼吸器系疾患 

09:循環器系疾患 

14:腎尿路生殖器系疾患 

04:内分泌・栄養・代謝疾患 

13:筋骨格系・結合組織疾患 

15:妊娠・分娩・産じょく 

12:皮膚・皮下組織疾患 

01:感染症・寄生虫症 

07:眼・付属器疾患 

05:精神・行動障害 

18:他に分類されないもの 

19:損傷・中毒・外因性 

06:神経系疾患 

03:血液・造血器・免疫障害 

88:ワープロ病名等 

08:耳・乳様突起疾患 

17:先天奇形変形・染色体異常 

16:周産期発生病態 

21:健康影響・保健サービス 

22:重症急性呼吸器症候群など 

23.7％ 

9億2千万円 

被扶養者 

64歳以下 

前期高齢者 

2.1％ 

8千万円 

円 

オ 加入区分別医療費割合は被保険者（強制）が最も多く7割を占めている。健保としては被保険者（強制）以外の被扶養者（扶養率：0.35）等の対策も重要であるが、まずは事業主と  

       協働して対策を講じられる被保険者（強制）を施策のターゲットとし、以下レセプト分析は被保険者（強制）について行った。 
 

カ 疾病大分類別加入者一人当たり医療費は「消化器系疾患」「新生物」「呼吸器系疾患」「循環器系疾患」「腎尿路生殖器系疾患」「内分泌・栄養・代謝疾患」「筋骨格系・結合組織疾  

   患」「妊娠・分娩・産じょく」の順に高い。 
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-４  データ分析結果 
キ．（疾病119分類「消化器系疾患」加入者一人当たり医療費　傷病分配）
　　　平成25年度　強制計　医科歯科計　男女計　本人　

ク．（疾病119分類「新生物」加入者一人当たり医療費　傷病分配）
　　　平成25年度　強制計　医科歯科計　男女計　本人　

良性新生物 126,420,860 3,443 5,706 36,718

乳房の
悪性新生物

69,259,340 475 3,126 145,809

医療費総額
（円）

受診者数(人）
加入者一人

当たり医療費
（円）

受診者一人
当たり医療費

（円）
疾病119分類

9671 

5186 

1362 

1073 

938 

801 

518 

495 

167 

79 

37 

9 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1102:歯肉炎・歯周疾患 

1112:その他の消化器系疾患 

1105:胃・十二指腸炎 

1104:胃・十二指腸潰瘍 

1103:歯・歯の支持組織障害 

1101:う 蝕 

1110:胆石・胆のう炎 

1109:その他の肝疾患 

1111:膵疾患 

1108:肝硬変（非アルコール） 

1107:慢性肝炎（非アルコール） 

1106:アルコール性肝疾患 

5706 

3126 

3083 

727 

663 

595 

569 

524 

483 

324 

210 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0211:良性新生物 

0206:乳房の悪性新生物 

0210:その他の悪性新生物 

0207:子宮の悪性新生物 

0205:気管・肺の悪性新生物 

0201:胃の悪性新生物 

0202:結腸の悪性新生物 

0209:白血病 

0203:直腸の悪性新生物 

0208:悪性リンパ腫 

0204:肝・肝内胆管の悪性新生物 

円 

円 

キ 疾病119分類別「消化器系疾患」の加入者一人当たり   

   医療費は「歯肉炎・歯周疾患」が最も高く着目すべき疾   

       患である。 
 

ク 疾病119分類別「新生物」の加入者一人当たり医療費   

       は「良性新生物」が最も高く、次に「乳房の悪性新生物」 

       が高い。「良性新生物」は加入者一人当たりの医療費 

   が最も高いが、部位別に分かれていないことから他の 

   部位別分類よりも相対的に受診者数が多く（3,400人超）、 

   受診者一人当たりの医療費は36,000円程度にとどまる。 

    よって、次順位の「乳房の悪性新生物」が着目すべき疾患 

        である。 
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-４  データ分析結果 
ケ．（疾病119分類「呼吸器系疾患」加入者一人当たり医療費　傷病分配）
　　　平成25年度　強制計　医科歯科計　男女計　本人　

コ．（疾病119分類「循環器系疾患」加入者一人当たり医療費　傷病分配）
　　　平成25年度　強制計　医科歯科計　男女計　本人　

3302 

2163 

2019 

1624 

1369 

1122 

626 

284 

284 

118 

83 

0 1000 2000 3000 4000

1006:アレルギー性鼻炎 

1010:喘 息 

1003:急性上気道感染症 

1011:その他の呼吸器系疾患 

1005:急性気管支炎・細気管… 

1002:急性咽頭炎 

1007:慢性副鼻腔炎 

1004:肺 炎 

1008:気管支炎（非急性・慢性） 

1001:急性鼻咽頭炎（かぜ） 

1009:慢性閉塞性肺疾患 

4456 

2327 

618 

614 

602 

457 

446 

425 

268 

68 

37 

9 

0 1000 2000 3000 4000 5000

0901:高血圧性疾患 

0903:その他の心疾患 

0908:その他の脳血管疾患 

0904:くも膜下出血 

0902:虚血性心疾患 

0912:その他の循環器系疾患 

0906:脳梗塞 

0905:脳内出血 

0910:痔 核 

0909:動脈硬化 

0911:低血圧 

0907:脳動脈硬化 

円 

円 

ケ 疾病119分類別「呼吸器系疾患」の加入者一人当たり 

        医療費は「アレルギー性鼻炎」が最も高く着目すべき 

        疾患である。 
 

コ 疾病119分類別「循環器系疾患」の加入者一人当たり 

       医療費は「高血圧性疾患」が最も高く着目すべき疾患 

       である。 
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-４  データ分析結果 
サ．（疾病119分類「腎尿路生殖器系疾患」加入者一人当たり医療費　傷病分配）
　　　平成25年度　強制計　医科歯科計　男女計　本人　

シ．（疾病119分類「内分泌・栄養・代謝疾患」加入者一人当たり医療費　傷病分配）
　　　平成25年度　強制計　医科歯科計　男女計　本人　

3295 

2170 

1149 

861 

325 

273 

114 

61 

0 1000 2000 3000 4000

1408:乳房・女性性器疾患 

1402:腎不全 

1407:月経・閉経周辺期障害 

1404:その他の腎尿路系疾患 

1401:糸球体・腎尿細管疾患 

1403:尿路結石症 

1405:前立腺肥大 

1406:その他の男性性器疾患 

3687 

3109 

1343 

0 1000 2000 3000 4000

0403:内分泌・栄養・代謝疾患 

0402:糖尿病 

0401:甲状腺障害 

円 

円 

サ 疾病119分類別「腎尿路生殖器系疾患」の加入者一人 

        当たり医療費は「乳房・女性生殖器系疾患」が最も高く 

        着目すべき疾患である。 
 

シ 疾病119分類別「内分泌・栄養・代謝疾患」の加入者一 

       人当たり医療費は「脂質異常症」等の「内分泌・栄養・代 

   謝疾患」が最も高く着目すべき疾患である。 
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-４  データ分析結果 
ス．（疾病119分類「筋骨格系・結合組織疾患」加入者一人当たり医療費　傷病分配）
　　　平成25年度　強制計　医科歯科計　男女計　本人　

セ．（疾病119分類「妊娠・分娩・産じょく」加入者一人当たり医療費　傷病分配）
　　　平成25年度　強制計　医科歯科計　男女計　本人　

2242 

1366 

982 

861 

731 

633 

413 

317 

142 

106 

0 1000 2000 3000

1301:炎症性関節障害 

1302:関節症 

1310:その他の筋骨格等障害 

1304:椎間板障害 

1303:脊椎障害・脊椎症 

1306:腰痛・坐骨神経痛 

1309:骨密度・構造障害 

1308:肩の障害 

1305:頚腕症候群 

1307:その他の脊柱障害 

4819 

325 

51 

0 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

1504:他の妊娠・分娩・産じょく 

1501:流 産 

1502:妊娠中毒症 

1503:単胎自然分娩 

円 

円 

ス 疾病119分類別「筋骨格系・結合組織疾患」の加入者一 

       人当たり医療費は「関節リウマチ」等の「炎症性関節疾 

       患」が最も高く着目すべき疾患である。 
 

セ 疾病119分類別「妊娠・分娩・産じょく」の加入者一人当 

       たり医療費は「切迫流産、早産」等の「他の妊娠・分娩・ 

       産じょく」が最も高く着目すべき疾患である。 
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-４  データ分析結果 
ソ．（40歳以上加入者全体の健康分布図）

17.12% 16.96%

改善率 改悪率 改善率 改悪率

31.15% 9.68% 27.09% 2.66%

タ．（40歳以上被保険者(強制）の健康分布図）

平成24年度 ／ 男 性 2,720人 

非肥満 53.64％ 

基準範囲内 

26.95％ 

保健指導基準値以上 

15.18％ 

受診勧奨基準値以上5.04％ 

服薬6.47％ 

肥満 46.37％ 

基準範囲内9.41％ 

保健指導基準値 

以上 

15.15％ 

受診勧奨基準値 

服薬 

13.35％ 

非肥満 55.70％ 

26.95％ 

15.75％ 

5.74％ 

7.26％ 

肥満 44.29％ 

10.64％ 

13.45％ 

7.52％ 

12.68％ 

平成24年度 ／ 女 性 9,812人 

非肥満 82.88％ 

58.23％ 

13.89％ 

4.07％ 
6.69％ 

肥満 

5.86％ 

5.16％ 

2.29％ 

3.81％ 

非肥満 83.03％ 

58.53％ 

13.94％ 

3.72％ 
6.84％ 

肥満 

5.99％ 

4.58％ 

2.28％ 

4.11％ 

平成25年度 ／ 女 性 10,162人 平成25年度 ／ 男 性 2,698人 

平成25年度 ／ 男 性 2,698人 

平成24年度 ／ 男 性 2,521人 平成25年度 ／ 男 性 2,514人 平成24年度 ／ 女 性 8,527人 平成25年度 ／ 女 性 8,806人 

肥満 45.73％ 非肥満 56.16％ 肥満 43.83％ 非肥満 54.27％ 非肥満 82.10％ 肥満 非肥満 82.38％ 肥満 

基準範囲内 

27.94％ 

受診勧奨基準値以上5.00％ 

基準範囲内 

9.64％ 

保健指導基準値

以上 15.27％ 

保健指導基準

値以上

15.23％ 

受診勧奨基準値以上 

8.38％ 

服薬6.06％ 

服薬 

 12.48％ 

27.76％ 

15.87％ 

11.77％ 
5.69％ 

6.84％ 

11.06％ 

13.52％ 

7.48％ 

58.60％ 

3.95％ 

13.57％ 

2.50％ 

5.98％ 

6.27％ 

5.42％ 

4.01％ 3.71％ 

59.10％ 

13.47％ 

3.55％ 
6.26％ 

6.34％ 

4.77％ 

2.51％ 

17.90％ 17.63％ 

ソ 加入者男性の肥満率は50％弱、女性の肥満率は約17％であり肥満者の割合は平成25年度は平成24年度と比較してともに減少している。これは特定保健指導を着実に推進してきた 

   結果であると考えられる。また男性及び女性とも改悪率よりも改善率の方が高く集団への働きかけよりも高リスク者への働きかけが有効であると考えられる。なお特定保健指導の対 

       象とはならないが血圧・血糖・脂質に基準範囲を超える者が存在する。 
 

タ 被保険者（強制）男性及び被保険者（強制）女性の肥満率の結果は、加入者全体とほぼ同様の結果である。 
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-４  データ分析結果 
健康分布図の定義

＜表1＞肥満、非肥満の分類

肥満 ①腹囲【男性】≧85cm 【女性】≧90cm、または②腹囲【男性】＜85cm 【女性】＜90cmでBMI≧25

非肥満 ①、②のいずれにも該当しない者

＜表1＞にて肥満または非肥満に分類された者について、＜表2＞の健診項目から4段階のリスク判定（服薬、受診勧奨基準値以上、保健指導基準値以上、基準範囲内）を行う。

＜表2＞リスク判定分類

服薬 【服薬】

服薬あり ①～③のうち１つでも「服薬あり」の場合

服薬あり 【受診勧奨基準値以上】

服薬あり ①～③の「服薬」がなく、かつ④～⑧のうち１つでも「受診勧奨基準値以上」の値がある

ー 場合

ー 【保健指導基準値以上】

ー ①～③の「服薬」がなく、かつ④～⑧すべて「受診勧奨基準値以上」の値でなく

ー ④～⑧のうち１つでも「保健指導基準値以上」の値がある場合

ー 【基準範囲内】

ー 「服薬」、「受診勧奨基準値以上」、「保健指導基準値以上」のいずれにも該当しない場合

※⑨は、⑧が検査されていないとき、それに代えてリスク判定に用いる

　　※　改善率の計算の定義

　B2、B3だった者のうち、A1～A3またはB1へ移動した者の人数

B2、B3だった者の人数

　　※　改悪率の計算の定義

　A1～A3またはB1だった者のうち、B2、B3へ移動した者の人数

　　　　　　　　A1～A3またはB1だった者の人数

非肥満 肥満

A1
基準範囲内

B1
基準範囲内

B2
保健指導基準値以上A2

保健指導基準値以上 B3
.受診勧奨基準値以上A3

.受診勧奨基準値以上
B4
服薬A4

服薬

39mmg/dl以下 34mmg/dl以下

100mmg/dl以上 126mmg/dl以上

5.6％以上 6.5％以上

ー

130mmHg以上 140mmHg以上

150mmg/dl以上 300mmg/dl以上

85mmHg以上 90mmHg以上

⑨(HbA1c)

保健指導基準値以上 受診勧奨基準値以上

ー ー

ー ー

ー

①服薬（高血圧症）

②服薬（脂質異常症）

③服薬（糖尿病）

④収縮期血圧

⑤拡張期血圧

⑥中性脂肪

⑦HDLコレステロール

⑧空腹時血糖

21/34



21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-４  データ分析結果 
チ．（資生堂被保険者（強制）　定期健康診断結果　肥満率）

平成25年度
肥満
BMI≧25

全国：H25年度　国民健康・栄養調査

ツ．（資生堂被保険者（強制）　定期健康診断結果　血糖有所見率）
平成25年度

血糖有所見率
HbA1c≧6.5％ or 治療中

全国：H25年度　国民健康・栄養調査

歳 

チ 肥満率は男女ともに年齢とともに増加、30代になると 

    急激に増加している。 

 

ツ  血糖有所見率は男女ともに全国データよりも低いが 

   年齢とともに増加している。 
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21683 - 資生堂健康保険組合

STEP１-４  データ分析結果 
テ．（資生堂被保険者（強制）　定期健康診断結果　血圧有所見率）

平成25年度
血圧有所見率
収縮期血圧≧140mmHg or 拡張期血圧≧90mmHg or 治療中

全国：H25年度　厚生労働省　定期健康診断実施結果
　　　（労基署報告統計より）

ト．（資生堂被保険者（強制）　定期健康診断結果　脂質有所見率）
平成25年度

脂質有所見率
LDL-C≧140mg/dl or TG≧150mg/dl or HDL-C<40mg/dl or 治療中

全国：H25年度　厚生労働省　定期健康診断実施結果
　　　（労基署報告統計より）

テ 男性の血圧有所見率が高い。 

 

ト   男性の脂質有所見率が高い。 
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STEP１-４  データ分析結果 
ナ．（資生堂被保険者（強制）　運動習慣） ニ．（資生堂被保険者（強制）　朝の欠食率）
「1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している」が「はい」の割合 「朝食を抜くことが週に3回以上ある」が「はい」の割合

平成25年度 平成25年度

全国：H25年　国民健康・栄養調査

ヌ．（資生堂被保険者（強制）　飲酒習慣）
飲酒頻度が「毎日」あるいは「時々」、かつ飲酒日の1日あたりの飲酒量が「1合以上」（健康日本21（第二次）で示す「生活習慣病のリスクを高める飲酒
（1日の平均純アルコール摂取量が男性で40g、女性で20g以上）」に該当している可能性が高い。）の割合

歳 

ナ 運動習慣は女性が低い。 

 

ニ 朝の欠食は若年者に多く20歳代の男性では50%を超えている。   

 

ヌ 「生活習慣病のリスクを高める飲酒に該当している可能性が 

  高い」割合は男性が高く年齢とともに増加しており、40歳代以上 

  の男性は50％を超えている。女性は60代は20％超、それ以外の 

  年代は約30％である。   
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STEP１-４  データ分析結果 
ネ．（資生堂被保険者（強制）の喫煙率）　

調査対
象

性別
平成26
年度(暫

定）

平成25
年度

平成24
年度

平成23
年度

平成22
年度

平成21
年度

平成25
年度－
平成21
年度

女性 25.0% 26.4% 27.5% 28.4% 32.0% 34.7% ▲8.3%
男性 31.9% 33.5% 34.7% 35.2% 40.4% 42.1% ▲8.6%
合計 26.3% 27.7% 28.9% 29.6% 33.6% 36.1% ▲8.4%
女性 10.5% 10.4% 10.6% 12.1% 11.9% ▲1.4%
男性 32.2% 32.7% 33.7% 36.6% 38.9% ▲6.7%
合計 20.9% 21.1% 21.7% 23.9% 24.9% ▲4.0%

ノ．（資生堂被保険者（強制）の休務率）　
2013年度4月1日現在人員に対する休務（1週間以上）発生件数の割合

資生堂グ
ループ全

体

ＪＴ全国
たばこ喫
煙率調査

※資生堂（健康診断問診票結果）より 

ネ 資生堂被保険者（強制）の喫煙率はＪＴ全国たばこ   

   喫煙者率調査結果と比較して高い。 
 

ノ 女性特有及び妊娠合併症といった女性疾患の休務    

      率が高い。 
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11.9

11.8

11.5

10.3

12.4

11.2

12.6

16.6

16.6

16.2

18.3

16.4

19.4

18.8

29.7

29.7

25.1

21.9
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整形
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左記以外

平成25 

年度 

平成23 

年度 

平成24 

年度 

平成22 

年度 

平成21 

年度 

平成20 

年度 

平成19 

年度 
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　定例分析項目

健康保険
組合

事業主

○ 医療費全体（総額・加入者一人あたり）
○ 大分類別医療費総額・1人あたり(加入者・受診者）医療費、受診者数　各々上位20位
○ 疾病119分類別医療費総額・1人あたり(加入者・受診者）医療費上位20位、年間受診者数　各々上位20位
○ 悪性新生物　医療費総額・1人あたり(加入者・受診者）医療費、受診者数
○ 生活習慣病　医療費総額・1人あたり(加入者・受診者）医療費、受診者数
○ 季節性疾患　医療費総額・1人あたり(加入者・受診者）医療費、受診者数
○ メンタル系疾患　医療費総額・1人あたり(加入者・受診者）医療費、受診者数
○ 疾病119分類別女性関連医療費総額・1人あたり(加入者・受診者）医療費、受診者数

○ 喫煙率
○ 生活習慣病有所見率
○ 貧血有所見率
○ BMI
○ 問診項目分析（運動習慣、飲酒、朝の欠食）

○ 健康分布図
○ 特定保健指導の実施率、効果分析

その他 ○ 休務率（メンタル＋女性特有疾患）
※悪性新生物内訳：胃、結腸、直腸、肝・肝内胆管、気管・肺、乳房、子宮、悪性リンパ腫、白血病、その他の悪性新生物
　 生活習慣病内訳：糖尿病、脳血管障害、虚血性心疾患、動脈閉塞、高血圧症、高尿酸血症、高脂血症、肝機能障害、高血圧性腎臓障害、人工透析
　 季節性疾患：かぜ・感冒、インフルエンザ、アレルギー性鼻炎、花粉症、ノロウイルス
　 メンタル系疾患内訳：アルツハイマー・認知症、精神作用物質障害、統合失調症・妄想障害、気分[感情]障害、神経症性・ストレス障害、
　 　　　　　　　　　　　知的障害＜精神遅延＞、他の精神、行動障害
 　女性関連疾患内訳：他の妊娠・分娩・産じょく、乳房・女性生殖器疾患、乳房の悪性新生物、その他の周産期発生病態、子宮の悪性新生物、
　　　　　　　　　　　　貧血、月経・閉経周辺期障害、甲状腺障害

レセプト
データ

健診
データ

分析
データ

分析担当
分析項目

STEP１-５ コラボヘルスにおける定例分析項目  

事業主と健康保険組合で定例分析項目及び適宜、効果的な個別分析を毎年協働で実施し保健事業の 

ＰＤＣＡを推進していく 
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基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性 

STEP２ 健康課題の抽出 「全健保組合共通様式」 
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基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性 

STEP２ 健康課題の抽出 「全健保組合共通様式」 
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基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性 

STEP２ 健康課題の抽出 「全健保組合共通様式」 

特徴 対策検討時に留意すべき点 

基
本
情
報 

保
健
事
業
の
実
施
状
況 

①被保険者数は約2万人であり、事業主の拠点が全国に点在して

いる。 

②被保険者の8割が女性である。 

③健保組合には医療専門職が不在である。 

 

 

①生活習慣病の早期対策として特定保健指導は35歳から実施

し、また終了率も年々増加しているため、メタボリックシンドローム対象

者及び特定保健指導対象者はほぼ横ばいで近年減少傾向にあ

る。 

②若年者（34歳以下）の子宮頸がん受診率は7割弱である。 

③禁煙治療費用補助申請者が年々減少している。 

④ハイリスク者の医療受診命令は効果的だが、医療受診勧奨レベ

ルでは強制力がないため適切な受診行動が継続しにくい。 

①健保組合が個々の被保険者に直接的に働きかけることは効率性・効果性から有効

ではないため、被保険者への直接的なアプローチは事業主中心に健保と協働で取り組

む必要がある。 

②女性特有疾患の対策を重視すべきである。また店頭勤務の美容職が多い（美容

職は女性社員全体の約6割）ため集合研修の実施は困難である。 

③事業主の産業医及び産業保健スタッフの見解も踏まえ事業主と連携していくことが

必要である。 

①より実施率をあげていくために事業所を通じた働きかけを実施する等、事業主と連

携していくことが必要である。 

②若年層における子宮頸がん検診受診率向上に向けて啓発活動を工夫していく必

要がある。 

③禁煙に関する啓発活動を事業主と連携していくことが必要である。 

④適切な受診行動への誘導に向けた改善策の検討が必要である。 
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資格
対象

事業所
性別 対象者 平成27年度 平成28年度 平成29年度 アウトプット アウトカム

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,13 7 23 31

7
既

存
ヘルシーメニュー

【目的】健康的な食習慣の定着

【概要】社員食堂へのヘルシーメニュー導入
被保険者

一部の

事業所
男女 18 ～ 74 全員 2

食堂がある事業所の社員食堂の

ヘルシーメニュー導入
継続 継続

食堂がある全事業所にヘル

シーメニューを導入する
ー

1

既

存

(

法

定

)

定期健康診断

労働安全衛生法に基づく定期健康診断を、

健保組合のオプション項目（がん検診等）と

同時受診可能とすることで、より効果的な疾

病予防施策を展開

被保険者 全て 男女 18 ～ 74 全員 2
法定項目の所定期間内受診徹

底
継続 継続

・通達での実施要領配信

・個人宛通知発送

・人事担当管理職会議での

周知

・予約進捗状況の毎月配信

の徹底

・未予約者督促100%

所定期間内100％受診

1
既

存

定期健診の再・精密検

査促進

定期健康診断において、要再検査・精密検

査の判定が出た社員への検査受診促進
被保険者 全て 男女 18 ～ 74

基準対

象者
2 再検査・精密検査の受診勧奨 継続 継続

・対象者の把握

（把握100％）
受診勧奨100％

1
既

存

定期健診の再治療受診

促進

定期健康診断において、要治療の判定が出

た社員への医療受診促進
被保険者 全て 男女 18 ～ 74

基準対

象者
2 要治療者の受診勧奨 継続 継続

・対象者の把握

（把握100％）
受診勧奨100％

1
既

存

定期健診における緊急

医療措置

定期健康診断において、緊急医療措置の判

定が出た社員への事業所人事部門を通じた

緊急医療受診勧奨の徹底

被保険者 全て 男女 18 ～ 74
基準対

象者
2

対象者への受診勧奨・受診確認

の徹底
継続 継続

・対象者連絡の徹底

（通知100％）
対象者受診100％

1

既

存

(

法

定

)

雇入時健康診断
労働安全衛生法に基づく雇入時健康診断

の実施
被保険者 全て 男女 18 ～ 65 全員 2 対象者受診の徹底 継続 継続

・実施要領通達の発信

（通知100％）
対象者受診100％

1

既

存

(

法

定

)

海外健康診断

労働安全衛生法に基づく、法定以上の水準

での、海外赴任者への、海外赴任時健診、

海外赴任中の一時帰国健診、日本への帰

任時健診の実施

被保険者 全て 男女 18 ～ 60 全員 2 対象者受診の徹底 継続 継続
・受診指示の徹底

（通知100％）
対象者受診100％

7
既

存

長時間労働産業医面談

の強化推進

労働安全衛生法に基づく、長時間労働産業

医面談を法定以上の実施基準で全国統一

強化推進

※健康保険未加入者を含む全社員対象

被保険者 全て 男女 18 ～

（

上

限な

し）

基準対

象者
2

単月80時間超過者の産業医面

談の徹底
継続 継続

・実施状況調査の事業所別

結果フィードバック100%実施
対象者面談実施100％

7
既

存
喫煙対策

【目的】喫煙ルール遵守と喫煙率の低下

【概要】吸えない環境づくりとしての建物内完

全禁煙等の喫煙ルールを国内全グループ企

業で徹底

※健康保険未加入者を含む全社員対象

被保険者 全て 男女 18 ～

（

上

限な

し）

全員 2

・建物内完全禁煙

・社有車完全禁煙

・美容職社員の制服着用時禁煙

・ルール遵守状況についての実態

調査と結果フィードバック

継続 継続
全事業所実態調査による状

態把握100%
－

(

予

算

措

置

な

し

)

職場環境の整備

年齢

目標（達成時期　：　平成29年度末）
予算

科目
事業名 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」 
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資格
対象

事業所
性別 対象者 平成27年度 平成28年度 平成29年度 アウトプット アウトカム年齢

目標（達成時期　：　平成29年度末）
予算

科目
事業名 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」 

7
既

存

職場復帰支援プログラム

の運用

【目的】メンタルヘルスを含む３次予防として

の職場適応促進と回復支援策

【概要】厚生労働省の指針に基づく職場復

帰支援プログラムをメンタル疾患での休務者

に限らず、すべての傷病による長期休務明け

の社員に適用し、就労上の負荷軽減と早期

に従前の能力発揮に回復することの支援と職

場適応促進を、所属長、人事担当者、産業

保健スタッフが協同して推進する施策として徹

底運用する

※健康保険未加入者を含む全社員のうち、

傷病で３週間以上の長期休務をした社員

対象

被保険者 全て 男女 18 ～

（

上

限な

し）

全員 2
・実務面での運用改善と改善運

用の周知
継続 継続 適正運用の徹底 －

4
既

存
禁煙推奨活動

【目的】喫煙率の低下

【概要】禁煙推奨の啓発活動を全社展開
被保険者 全て 男女 18 ～

（

上

限な

し）

全員 3
・啓発情報配信

・禁煙推奨ＤＭ発送
継続 継続

全事業所への禁煙推奨施

策・情報発信の年３回以上

の実施100％

喫煙率目標

平成29年度25％

5
既

存

メンタルヘルス相談体制

の維持

【目的】メンタルヘルス対策

【概要】メンタルヘルス４つのケアの組織的サ

ポートとしての社外ＥＡＰ相談窓口の設置

（平成19年度～）、社内メンタルヘルス相

談窓口の設置（平成21年度～）後の相

談体制の維持・運用

被保険者

被扶養者
全て 男女 18 ～

（

上

限な

し）

全員 3

・社内相談の周知

・社外相談の周知

・相談分析から予防策の検討

継続 継続
継続的周知の実施

年２回以上
－

7
新

規
地区衛生協議会の進化

【目的】社員の健康度向上に向けた、エリア、

事業所毎の衛生管理課題と保健事業の検

討、推進の場の設定

【概要】健保組合と会社と事業場が協同し

て、健診データ分析結果、衛生管理上の課

題、健康課題、保健事業などについて、エリア

を代表する人事責任者、人事担当者、健診

担当者と情報共有、意見交換、検討し、保

健事業推進を徹底するために年一回開催す

る会議

被保険者 全て 男女 18 ～ 65
基準対

象者
3 組織改定の状況から一時凍結

地区衛生協議会のリニューア

ル再開
継続

地区衛生協議会の全地区で

の開催（100％）
－

25,0 25,0 25,1 26,1 27,0 27,0 27,1 28,2

保

健

指

導

宣

伝

7
既

存
機関誌発行

【目的】健保情報の発信、健康意識の醸成

【概要】機関誌（健保の運営、収支、健康

情報等）の発行（2回/年）

被保険者

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1

情報周知ツールとしての有用性を

上げる
継続 継続 ー ー

疾

病

予

防

4
既

存
健康フェア開催

【目的】健康関心度の向上

【概要】気軽に楽しく「健康」意識を高める機

会として任意参加イベントを開催

被保険者
一部の

事業所
男女 18 ～

（

上

限な

し）

全員 3
・健康関心度向上のためのイベン

ト企画推進
継続 継続

・計６事業場以上の毎年開

催
－

(

予

算

措

置

な

し

)

加入者への意識づけ
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資格
対象

事業所
性別 対象者 平成27年度 平成28年度 平成29年度 アウトプット アウトカム年齢

目標（達成時期　：　平成29年度末）
予算

科目
事業名 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」 

そ

の

他

7
既

存
ホームページ

【目的】健保情報の発信、健康意識の醸成

【概要】健保情報をホームページに掲載（随

時更新）

被保険者

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1

・加入者によってわかりやすい情報

が容易に入手できるよう、ホーム

ページのお知らせコーナーを有効活

用する

・データヘルス計画専用ページの充

実とタイムリーな情報発信を行う

継続 継続 年間アクセス回数30,000件 ー

4
既

存
メンタルヘルス研修

【目的】メンタルヘルス対策

【概要】ラインケア研修、セルフケア研修 被保険者 全て 男女 18 ～ 65
基準対

象者
2

・新任評価者研修でのラインケア、

セルフケア教育

・入社２年目研修でのセルフケア

教育

継続 継続 予定研修の実施 －

4
既

存
けんこうＮＥＷＳ配信

【目的】健康関心度の向上

【概要】国内グループ企業統一の健康啓発

情報を毎月定期的に配信するほか、感染症

等について臨時に啓発・注意喚起情報をイン

トラネット上で配信／海外赴任者にはエリアご

との健康啓発情報を四半期毎に直接メール

配信

※健康保険未加入者を含む全社員対象

被保険者 全て 男女 18 ～

（

上

限な

し）

全員 2

・食中毒、インフルエンザ、ノロウィ

ルス、花粉症、海外渡航時感染

症情報など、季節性の話題を効

果的に配信し、健康関心度向上

と啓発を図る

継続 継続
・国内毎月１回

・海外四半期１回
－

33,2 35,1 36,0 36,6 42,0 42,0 42,1 43,4

1
既

存
特定健診（被保険者）

【目的】特定健診の実施

【概要】事業主が行う定期健診の結果を特

定健診用として事業主からデータ受領

被保険者 全て 男女 35 ～ 74 全員 3
特定健診問診記載漏れ者に対し

追跡調査実施
継続 継続 特定健診受診率96.8％ ー

1
既

存

特定健診（被扶養者・

任継被保険者）

【目的】特定健診の実施

【概要】健診代行予約機関を利用し提携す

る医療機関にて受診者が任意に医療機関を

選択して受診

被保険者

被扶養者
全て 男女 35 ～ 74 全員 1

受診率向上に向け受診促進策

実施
継続 継続 特定健診受診率65％ ー

特

定

保

健

指

導

事

業

3
既

存
特定保健指導

【目的】生活習慣病リスク保持者に対する健

康指導

【概要】産業保健スタッフがいる事業所に在

籍している対象者は産業保健スタッフが実

施、それ以外は外部指導機関へ委託して実

施

被保険者

被扶養者
全て 男女 35 ～ 74

基準対

象者
1

終了率向上に向け事業所を通じ

た実施促進実施
継続 継続 終了率60％

・血糖、血圧、脂質の有所

見率３％低減

（平成25年度実績対比で

平成28年度実績減を平成

29年度分析確認）

1
既

存
健康診断（被保険者）

【目的】がん検診の実施

【概要】事業主が行う定期健診と併せてがん

検診実施

※子宮頸がん検診は18歳以上で実施

被保険者 全て 男女 35 ～ 74 全員 1

受診率向上に向け受診促進策

実施、特に子宮頸がん検診に重

点を置く

継続 継続
各種がん検診受診率80％以

上
ー

(

予

算

措

置

な

し

)

特

定

健

康

診

査

事

業

疾

病

予

防

個別の事業
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資格
対象

事業所
性別 対象者 平成27年度 平成28年度 平成29年度 アウトプット アウトカム年齢

目標（達成時期　：　平成29年度末）
予算

科目
事業名 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」 

1
既

存

健康診断（被扶養者・

任継被保険者）

【目的】被扶養者及び任意継続被保険者に

対する健康管理

【概要】委託先が提携している全国の医療機

関の中で受診者本人が選択して受診

被保険者

被扶養者
全て 男女 18 ～ 74 全員 1

受診率向上に向け受診促進策

実施
継続 継続 健診受診率70％ ー

7
既

存
ジェネリック医薬品推奨

【目的】ジェネリック医薬品への切替による医

療費削減

【概要】対象者にジェネリック医薬品切替によ

る自己負担額削減効果を利用促進通知と

して案内

被保険者

被扶養者
全て 男女 18 ～ 74

基準対

象者
1 ターゲットを絞り案内を実施 継続 継続

ジェネリック医薬品の数量シェ

ア60％

医療費削減（対薬剤費割

合40％）

7
既

存
医療費通知

【目的】医療費適正化に向けた意識向上

【概要】ＷＥＢによる月毎の医療費の通知

任意継続者には郵送による年間医療費の通

知

被保険者

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1

ＷＥＢによる医療費の通知（毎

月）

任意継続者には郵送による年間

医療費の通知

継続 継続 ー ー

7
既

存
禁煙治療費用補助

【目的】喫煙率の減少

【概要】禁煙治療費用のうち５，０００円

を補助

被保険者 全て 男女 18 ～ 74
基準対

象者
1

禁煙治療費用のうち５，０００

円を補助
継続 継続 年間申請者50名 喫煙率25％

5
既

存

資生堂健康サポートダイ

ヤル２４

【目的】健康維持とヘルスリテラシー向上のた

めの医療機関検索、健康・医療相談の場の

提供

【概要】３６５日２４時間、医師・保健師

等の医療スタッフによる健康相談や医療機関

検索などのサービスを社員本人だけでなく家

族（被扶養者）にも提供

※健康保険未加入者を含む全社員及びそ

の配偶者並びに被扶養者も利用可利用

被保険者

被扶養者
全て 男女 18 ～

（

上

限な

し）

全員 3 ・サービスの周知と利用促進 継続 継続
継続的周知の実施

年１回以上
－

そ

の

他

7
既

存
保養所

【目的】加入者の福利厚生

【概要】山中湖にある保養所を加入者が利

用

※健保未加入者（社友、第3者）も利用

可

被保険者

被扶養者
全て 男女 0 ～

（

上

限な

し）

全員 1 平成27年8月で閉鎖 終了 終了 ー ー

7
既

存

法定健診事後措置の強

化

【目的】生活習慣病ハイリスク対策

【概要】安衛法６６条に基づき、防ぎ得る現

職死亡を予防するための「血圧、血糖」等、

法定健診項目における事後措置としての医

療受診命令、受診勧奨を推進／予防的見

地から生活習慣病予備軍への保健指導実

施

被保険者 全て 男女 18 ～ 74
基準対

象者
2

・平成26年度基準を維持し受診

命令、受診勧奨の徹底

・運用フローの改善

・基準該当者への保健指導の適

宜実施

・受診命令基準の改定と運

用フローの改善

・保健指導の適宜実施

継続

・受診命令対象者の医療誘

導、および産業医面談実施

100％実施

・受診勧奨対象者の100％

勧奨実施

・保健指導の全エリアでの実

施100％

・血糖、血圧ハイリスク者の

30％減

・血糖、血圧、脂質の有所

見率３％減

（平成25年度実績対比で

平成28年度実績減を平成

29年度分析確認）

7
既

存
高度貧血者の治療誘導

【目的】女性に多い高度貧血による労働生

産性の低下防止対策

【概要】女性に多く立ち仕事に影響しやすい

高度貧血者の治療誘導

※Ｈｂが一定基準以下の全社員対象

被保険者 全て 男女 18 ～ 74
基準対

象者
2

・Ｈｂ8.0未満の対象者の医療

誘導
継続 継続 ・対象者医療誘導100％ －

(

予

算

措

置

な

し

)

疾

病

予

防
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資格
対象

事業所
性別 対象者 平成27年度 平成28年度 平成29年度 アウトプット アウトカム年齢

目標（達成時期　：　平成29年度末）
予算

科目
事業名 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」 

4
既

存

女性のための健康セミ

ナー開催

【目的】女性の健康支援（女性特有の健康

課題の啓発）

【概要】セミナー開催を通じて、「女性特有の

疾患の理解促進、乳がん子宮頸がん検診受

診率向上、更年期障害対策やホルモン補充

療法の啓発」を実施

※原則として女性対象だが男性も希望者は

受講可能

被保険者
一部の

事業所
男女 18 ～ 65

基準対

象者
2 組織改定の状況から一時凍結

・未開催事業所での開催調

整
継続

・平成20年度より延べ200回

以上開催、累計7500名以

上受講

－

3
既

存

高ＢＭＩ＋有所見の若

年層保健指導の導入

【目的】生活習慣病の予防

【概要】特定保健指導対象になる前の若年

層のうち、ＢＭＩ２５以上かつ生活習慣病

予防の観点から問題のある有所見者への保

健指導の実施

被保険者 全て 男女 18 ～ 74
基準対

象者
2

・保健指導の各エリアでの順次拡

充
継続 継続

・全エリアでの基準対象者への

保健指導実施

・血糖、血圧、脂質の有所

見率３％低減

（平成25年度実績対比で

平成28年度実績減を平成

29年度分析確認）

　注１）　１．健康診査 　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他

　注２）　１．健保組合　　２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用　　３．健保組合と事業主との共同事業

(

予

算

措

置

な

し

)

34/34


